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傭船会社決定前の確認 - 2023 年 9 月 

当クラブは、メンバーが船舶を傭船契約している会社の財務体質に関する適切な情報入手の

重要性についてメンバーの注意を喚起したいと考えています。残念ながら、NorthStandard
では、メンバーが傭船会社の決定前に適切に照会せず、その結果、重大な損失を被るケース

が引き続き発生しています。貨物市場の変動は、これまで評判の良かった傭船者の財務体質

に悪影響を及ぼす可能性があるため、メンバーは傭船会社決定前に傭船者の信頼性について

可能な限り最新の情報を入手することが重要です。 

IMB（国際海事局）メンバーシップ 

NorthStandard は、ロンドンの国際海事局 (「IMB」) と「Block Membership Agreement」
を締結しており、FD&D メンバーは IMB Chartering Experience Database に直接アクセスで

きます。Block Membership Agreement の条項に基づき、特定の傭船会社の経歴を確認した

いメンバーは、IMB に直接連絡して傭船会社の正式名称を伝え、その会社に船舶を傭船契

約するか検討する際に関連する情報を IMB が持っているかを教えるよう要求します。詳細

については、以下をご参照ください： 

https://www.icc-ccs.org/index.php/icc/imb/products/chartering-experience-programme  

IMB の正式名称は次のとおりです。 

ICC（International Chamber of Commerce: 国際商業会議所） International Maritime Bureau 
Cinnabar Wharf 
26 Wapping High Street 
London E1W 1NG 

Email: imb@icc-ccs.org  

電話： +44 (0)20 7423 6960 

ファックス： +44 (0)20 7423 6961  

ウェブサイト：http://www.icc-ccs.org 

メンバーの皆様には、FD&D メンバー全員が無料で利用できる IMB の本サービスを最大限

に活用することをお勧めします。これにより、メンバーが傭船契約の義務を履行しない可能

性がある傭船者に転嫁されるリスクを軽減することが期待されます。傭船契約に関するすべ

てのお問い合わせは、David Cuckney（dcuckney@icc-ccs.org）あるい電子メール imb@icc-
ccs.org までご連絡ください。その後、メンバーは IMB セキュアポータルへのアクセスが許

可されます。  
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NorthStandard は、IMB Chartering Experience Database が傭船会社の評判と業績に関する

信頼できる情報源である一方で、データベースの関連性は入力される情報の品質に大きく依

存していることを認識しています。メンバーの皆様には、他の IMB メンバーに関連する可

能性のある傭船者の義務の履行に関する事実情報を IMB に報告することをお勧めします。

参照情報は、David Cuckney 宛に電子メールでの送信またはウェブポータル経由で匿名で送

信できます。   

https://icc-ccs.org/chartering-experience-programme 

IMB に提供された情報源は、IMB により極秘として扱われ、第三者には決して開示されな

いことをご承知おきください。  

FD&D カバーの裁量的性質 

また、FD&D 保険はメンバーの裁量によるものであり、メンバーが傭船者に対するクレーム

の追及、または傭船者によるメンバーに対するクレームを弁護する際において FD&D クラ

スの支援を受けられる有資格者であるか、メンバーが良い評判と財務体質を備える傭船者の

決定にのみ十分な注意を払っているかを評価する際に考慮される要素の１つであることをメ

ンバーの皆様に念のため再度お知らせしております。メンバーは、IMB に問い合わせする

ことに加えて、傭船者により以前から決定された他の船舶の船主から最新の参照情報および

ブローカーの参照情報も入手する必要があります。新しい傭船会社の決定を検討しているメ

ンバーは特に注意し、一流の国際銀行、評判の高い保証人、その他の信頼できるセキュリテ

ィによる契約履行保証の提供を強く主張するように努めるべきです。 
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